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本手引について  

 

 

 

この手引は、町田市行政手続条例第５条第１項の規定により、都

市計画法の規定に基づく開発行為の許可及び市街化調整区域にお

ける建築行為の許可等の基準を定め、公表するものである。  

本手引のほか、個々の申請内容が都市計画上、環境の保全上、災

害の防止上及び通行の安全上支障がないかについて審査を行うも

のとする。  

この手引は、 2026 年 4 月 1 日から施行する。  

 

 

※町田市は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 17

の 2 第 1 項の規定に基づき、市町村における東京都の事務処理

の特例に関する条例（平成 11 年東京都条例第 107 号）の定めに

より都知事の権限に属する都市計画法の開発許可等の事務を処

理することとしています。  

 

 

 

 

 


